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 平成２８年第８回平取町議会臨時会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 おはようございます。ただいまより、平成２８年第８回平取町議会臨時会を開

会します。直ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議は成

立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、２番丹野議員と３番櫻井議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、本日議会運

営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員長

より報告願います。８番四戸議員。 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。本日招集されました第８回町議会議会運営等につきましては、

本日開催しました議会運営委員会におきまして協議し、会期については本日１

１月２５日の１日間とすることで意見の一致をみておりますので、議長よりよ

ろしくお諮りをお願いいたします。 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日１日間とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って会期は本日１日間と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、平成２８年８月分及び９月

分の出納検査の結果報告書が提出されましたので、その報告書の写しをお手元

に配布しております。また、地方自治法第１９９条第１項の規定による学校監

査の結果報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配布しております。

以上で諸般の報告を終わります。 

日程第４、行政報告を行います。要望経過報告について。町長。 

町長 それでは要望経過報告をいたします。要望項目、１点目は高規格幹線道路「日

高自動車道」の整備促進及び国道２７４号の早期復旧に関する提案・要望。２

点目は、ＪＲ日高線全線復旧への財政支援に関する緊急要望でございます。要

望先は道内の選出国会議員、国土交通大臣、副大臣、政務官、事務次官、北海

道局長ほかでございます。要望月日は１１月１５日、要望者は日高総合開発期

成会・高規格幹線道路日高自動車道早期建設促進期成会として管内７町長で要

望をしてございます。１点目の高規格幹線道路「日高自動車道」の整備促進及

び国道２７４号の早期復旧に関する提案・要望につきましては、ご承知のとお

り、本年８月１６日以降に四つの台風が上陸、接近するなど、日高管内は記録

的な豪雨に見舞われ、土砂くずれや高波による国道や道道の通行止めをはじめ、

冠水による町道陥没など、甚大な被害をこうむりました。特に、道央と道東、

そして十勝を結ぶ国道２７４号、日勝峠３９．７キロメートルにつきましては、
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重要な物流ルートでございますけれども、現在も通行止めとなってございます。

このため、道の駅等への立ち寄りの激減、ホテル等の宿泊キャンセルなど、地

元観光業へ多大な影響が出てございます。一方、日高自動車道の整備済み区間

におきましては、現道被災の迂回路としてその機能を発揮したところでござい

ますけれども、未整備区間、門別本町から浦河までにおいては、代替路がなく、

通行止めの発生によりまして、地域に大きな影響を与えたところでございます。

このことから、災害発生時の避難ルートの確保が大きな課題となっております

ことから、国道２７４号の早期復旧をはじめ、高規格幹線道路整備は極めて重

要であり、今以上の予算の確保について、緊急要望をしたものでございます。

次に２点目のＪＲの日高線全線復旧への財政支援に関する要望については、昨

年の１月７日に北海道を通過いたしました低気圧に伴う波浪の影響によりまし

て、線路わきの土砂流出、地盤沈下後さらに本年８月１６日以降の相次いでの

台風の上陸、接近によりまして新たな被災箇所が次々と拡大をし、その復旧費

用はさらに拡大し、ＪＲ北海道は復旧費用負担に難色を示しておりますととも

に、ＪＲ北海道は復旧後のＪＲ日高線の運営に対し、地元財政負担を求めてお

りますけれども、日高管内は財政基盤が脆弱でありまして、負担は極めて困難

でありますことから、国において強力な支援により、１日も早い災害復旧工事

に着手するように要望したものでございます。なお今日の北海道新聞の朝刊に

日高町が大きな被害がなかったむかわから日高町門別までの地元負担の試算を

求める記事が掲載されておりましたけれども、沿線協議会としては全線復旧す

るというのが、管内７町の基本的な考え方でありまして、ＪＲ日高線について

は、管内７町のほか、苫小牧、むかわ、厚真の胆振地区にもかかわってござい

ますので、慎重に意見調整等が必要であると考えますので、申し添えます。以

上で行政報告を終わります。 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは議案１ページ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につき

まして、お手元にお配りをいたしました別紙資料、平成２８年度職員の給与改

定に関する概要に基づき、ご説明申し上げます。はじめに、この表の左側、職

員の給与に関する人事院勧告（抜粋）についてご説明いたします。１、勧告の

骨子でありますが、（１）勧告月日は平成２８年８月８日、（２）民間給与との

格差は①月例給については、民間との格差が７０８円、率にして０．１７％、

②ボーナスについては、民間は給料の４．３２月に対して、公務員は４．２０

月でありました。２番目といたしまして、給与改定の内容と考え方について人

事院は、民間給与との較差を解消するため、以下のとおり、給与の引き上げ改

定を勧告しております。（１）給料表の改定率は平均で０．２％で、初任給は民
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間との間に差があることを踏まえ、１級の初任給を１５００円引き上げ、若年

層についても、同程度の改定を行い、その他は４００円の引き上げを基本に改

定するものであります。（２）ボーナスは年間現行４．２０月分のところを、改

正後４．３０月分、年０．１０月分の引き上げとなり、支給期別の内容は次の

表のとおりとなっております。（３）扶養手当につきましては、現行、配偶者が

１万３千円のところ、平成２９年４月から１万円。平成３０年４月から６５０

０円にするものであります。子どもにつきましては１人当たり現行６５００円

のところ、２９年４月から８千円。３０年４月から１万円とするものであり、

（４）実施時期は、扶養手当を除き、平成２８年４月１日にさかのぼるとなっ

ております。続いて、表の右側の町の措置方針につきましてご説明いたします。

職員の給与改定にあたっては、町は従来から国家公務員給与に関する人事院勧

告の内容を尊重してきた経緯があることから、本年度に関しましても同様に措

置する方針であり、左の表２の（１）給料表、（２）ボーナス、（３）扶養手当、

（４）実施時期につきまして、町は人事院勧告の内容と同じ改定を行おうとす

るものであります。なお、人事院勧告に伴う、本条例一部改正案は、国家公務

員給与法一部改正案が去る１１月１６日に、参議院で可決されたことから、同

法が成立した後に開催される本日の議会において、これを改正しようとするも

ので、日高管内各町とも同様の方針であります。以上で職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例についての説明を終了いたしますので、よろしくご審

議くださるようお願いいたします。 

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第１号職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第６、議案第２号災害復旧事業応急工事の施行についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。産業課長。 

産業課長 はい。１６ページであります。議案第２号災害復旧事業応急工事の施行につい

て、ご説明を申し上げます。本議案は平成２８年８月２２日から２３日におけ

る台風９号災害に伴う別紙地区の農業用施設について、災害復旧事業を施行す

る上で、土地改良法第９６条の４の規定において準用する同法第８８条第１項

の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。本議案につきましては

農業用施設の災害復旧事業の応急工事を町が事業主体となる団体営事業として
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実施するため、土地改良法の規定に基づき議会に議決を得ようとするものであ

ります。工事箇所につきましては次のページの別紙事業計画概要書に記載のと

おりであります。個々の説明は省略いたしますが合計のみ説明を申し上げます。

地区数は７地区、工事は頭首工４か所、水路１か所、揚水機１か所、公園施設

１か所、復旧方法につきましては、取水ゲート階段工ほか記載のとおりでござ

います。関係戸数につきましては２７１６戸、関係面積は３２２．８１ヘクタ

ールとなっております。当該地区につきましては、８月２２日から２３日にお

ける台風９号の豪雨により被害を受けたものであり、去る１１月８日から１０

日までの３日間にわたり、国の災害査定を受け、災害復旧事業として認められ

ましたので、土地改良法の手続きを進めるものであります。査定状況でありま

すが、申請が７地区、申請工事費が１億１４１７万４千円に対しまして、査定

が７地区、査定工事費が１億１２４７万円となっており、査定率は９８．５％

となっております。以上ご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第２号災害復旧事業応急工事の施行に

ついては原案のとおり可決しました。 

日程第７、議案第３号工事請負契約の変更についてを議題とします。提案理由

の説明を求めます。建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

それでは１８ページをご覧願いたいと思います。議案第３号工事請負契約の変

更についてご説明申し上げます。平成２８年第５回平取町議会定例会におきま

して議決を得ました議案第３号その他林道オユンベ線改良工事の工事請負契約

の締結についての一部を次のように変更したいため議会の議決を得ようとする

ものでございます。まず、請負金額につきましては、５７２４万円を２４６万

１３２０円増額し、５９７０万１３２０円に変更し、工事概要のうち、路盤工

一式及び排水工一式を削除するものでございます。この路線につきましては平

成２８年度に調査設計を実施いたしましたが、調査時点より法面の侵食が進行

していたことにより、設計変更をするものでございます。主なものといたしま

しては、まず、増額部分につきましては、切土工、簡易吹付け工、植生マット

工、法面水路工でございます。減額部分につきましては、現場すり付け盛り土

工、同じく路盤工、同じく排水工、それと抜根の処理数量でございます。差し
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引き２４６万１３２０円の増額となり、変更後の請負金額は５９７０万１３２

０円となります。以上、ご説明申し上げましたのでご審議のほどよろしくお願

いします。 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。１１番千葉議

員。 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉。今、ご説明いただきましたけども、あまりない、今までにもない

増額変更なのかなというふうに思ってますけど。これは例えば当初の現地調査

含めて調査設計から、なんて言うのかな見落とした部分なのかそれとも今回の

災害絡みの８月には相当雨が降ってますので、その絡みで法面工にこれだけ予

算を充てるというかたちなのかちょっと皆目その辺見当がつかないんですね。

なおかつ路盤工一式と排水工一式を削除してるわけですから。ということは相

当、この中身でいくと、法面工に対しては何らかのこう、例えば湧水が多かっ

たとか、崩落がこのままの施行の工事だと危ないとか何かあったのか。その辺

ちょっと細かくご説明いただければありがたいんですけども。 

議長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

一度、皆様オユンベ線の法面については現地視察していただいたと思うんです

けども、調査は去年１年前だということで、その法面の崩壊といいますか、侵

食が進んだ原因といたしましては、雨の部分もございますし、地形が切り立っ

たとこなんで、自然的に侵食が進んだという、大きな理由としてはその２点原

因としてはございます。 

議長 １１番千葉議員。 

１１番 

千葉議員 

ということは平成２８年の調査設計の後からということなんでしょうかね。 

議長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長  

そのとおりでございます。２７年ですね、１年前ですから。それより進行した

ということでございます。 

議長 ほか、なければこれで質疑を終了します。次に討論を行います。反対討論はあ

りませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
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定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第３号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第４号平成２８年度平取町一般会計補正予算第６号についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 議案第４号平成２８年度平取町一般会計補正予算第６号につきまして、ご説明

申し上げますので、議案の１９ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算

の補正でありますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億６４９７万４千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ、６２億９０６２万５千円にしよう

とするものであります。第２項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

によるとするものであります。第２条におきまして、地方債の変更は、「第２表

地方債補正」によるとするものであります。それでは、歳入歳出予算事項別明

細書の歳出からご説明申し上げますので、議案書の２８ページ上段をご覧いた

だきたいと思います。科目は、１款１項１目議会費９節旅費、金額は２０万円

であります。これは、議員の道外行政視察に随行する職員の旅費並びに象徴空

間及び平取ダム建設事業に関する中央要請の費用弁償の増加分について、現在

まで既定予算で対応しておりましたが、今般、全体予算に不足を生じたことか

ら、このたび増額をするものです。次に、下段、５款１項２目農業振興費１９

節負担金、補助及び交付金、金額は１５０万円であります。道営農地整備事業・

中山間地域型平取南地区に関し、補償物件調査、用地測量等の事業量の増加に

伴い、町負担金が増加したことによるもので、事業主体である北海道からの通

知により、１２月上旬までに町の負担金を支出しなければならないことから、

緊急に予算補正をするものであります。次に、２９ページ上段、７款２項３目

橋梁維持費１３節委託料１３２５万円の増額、同じく１５節工事請負費２３６

万４千円の減額、３目差し引きで１０８８万６千円の増額であります。１３節

委託料は、地すべりと思われる山腹の押し出しにより、仁世宇１号橋の橋台部

分に位置のずれがみられたことから、緊急に安全性の点検を行う必要が生じた

ため、調査設計に要する費用を補正するものであります。１５節工事請負費は、

豊糠の岩内橋と荷菜大橋の改修工事請負費に関し、入札結果による予算の執行

残があったことから、これを減額するものであります。続いて、下段、９款４

項２目公民館費１１節需用費、修繕料、金額は９１万円であります。これは、

町有バス２号車の車体の底の部分にあるホーシングという車軸とギアが一体に

なった鉄製の部品が腐食して、オイル漏れの危険があり、このまま放置すると

走行不能になる恐れがあることが判明したことから、早急に交換修理を行うた

めに要する経費の補正であります。次に、３０ページ上段、９款４項３目文化

財保護費８節報償費９６万２千円、９節旅費、費用弁償９５万６千円、普通旅
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費２２万２千円、合計１１７万８千円、１１節需用費、消耗品費９３万８千円、

３目合計３０７万８千円の増額であります。これは、文化庁のアイヌ語のアー

カイブ作成支援事業の委託を受けて、町が事業主体となり、現在デジタル化さ

れているアイヌ語の音声を文字化、翻訳化することで、アイヌ語の保存及び継

承が円滑に行われる環境を整備するための事業で、費用の全額を国からの委託

金で賄うものであります。このたび文化庁からの事業の承認があり、来年３月

の年度末までに事業を完了しなければならないことから、緊急に予算補正を行

うものであります。続いて、下段、１０款２項２目農業施設災害復旧費１５節

工事請負費１億４８４０万円の増額であります。本年８月２２日から２３日に

かけて発生した台風９号による大雨災害による農業施設６か所、公園１か所、

計７か所の災害復旧工事に要する費用で、内訳は、農業施設分が１億３９９０

万円、公園分、これは親水公園でありますが、これが８５０万円となっており

ます。財源につきましては後ほどご説明いたしますが、農業施設分について、

激甚災害に指定される見込みであることから、国の補助率９８％、改良区負担

１％、町負担１％として算定し、公園分は、補助率５０％で、残り５０％は、

町負担としております。内訳につきましては、お手元の資料をご覧いただきた

いと思います。歳出は以上であります。一方、歳入につきましては、２４ペー

ジ上段をご覧いただきたいと思います。１０款１項１目地方交付税１節地方交

付税５２２万５千円、既定予算に比べて、普通交付税収入が増額する見込みで

あることから、これを財源に充てるものであります。続いて下段、１４款２項

４目土木費国庫補助金１節道路橋梁費補助金７６２万円、これは歳出２９ペー

ジ上段でご説明いたしました橋梁維持費補正額１０８８万６千円の７０％に相

当する金額が、橋梁長寿命化橋梁補修事業交付金として国から交付されるもの

であります。次に、２５ページ上段、１４款３項４目教育費国庫委託金３節ア

イヌ語のアーカイブ作成支援事業委託金３０７万８千円、歳出３０ページ上段

でご説明いたしましたアイヌ語のアーカイブ作成支援事業に係る事業費の全額

が、文化庁から委託金として交付されるものであります。続いて下段、１５款

２項８目災害復旧費道補助金１節農林水産業施設災害復旧費補助金、金額は１

億４１３５万２千円であります。これは、農業関連災害復旧工事に関する道か

らの補助金で、歳出３０ページ下段でご説明いたしました台風９号による農業

被害について、これが、激甚災害に指定される見込みであることから、補助率

を９８％と見込み算出したものであります。なお、親水公園に関する復旧工事

は、道の補助金５０％、町負担金５０％となっております。次に、２６ページ

上段、２０款５項１目雑入２節雑入、金額１３９万９千円は、先ほどご説明い

たしました農業関連災害復旧工事に係る土地改良区からの負担金であります。

続いて下段、２１款１項３目農林水産業債１節農業債、金額１５０万円、これ

は、歳出２８ページ下段でご説明いたしました中山間地域平取南地区農地整備

事業に関する町負担金について、この全額を起債、これは元利償還額の７０％

が交付税算入となる過疎債に求めようとするものであります。次に、２７ペー
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ジ上段、２１款１項９目災害復旧費２節農林水産業施設災害復旧事業債、金額

は４８０万円、これは農業関連災害復旧工事に関する町負担分５６４万９千円

のうち、４８０万円を現年発生農業施設災害復旧事業債の起債に求めようとす

るものであります。この起債は、元利償還額の９０％が交付税に算入されるも

のであります。歳入歳出予算事項別明細書の説明は、以上であります。続いて、

２２ページをご覧いただきたいと思います。第２表「地方債補正」は、起債の

目的、補正前と後の限度額、補正後の起債の方法、利率、償還の方法をそれぞ

れ明示したものであります。本補正予算案における起債の目的は、一つには農

地整備事業で、補正前の限度額１８０万円に、今回補正額１５０万円を加え、

補正後の限度額を３３０万円とするものであり、もう１つは、災害復旧事業で、

補正前の限度額が１億６２３０万円に、今回補正額４８０万円を加え、補正後

の限度額を１億６７１０万円とするものであります。なお、３１ページには、

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現

在高の見込みに関する調書を添付しましたので、お読み取りくださるようお願

いいたします。以上、平成２８年度平取町一般会計補正予算第６号につきまし

て、ご説明申し上げましたので、よろしくご審議くださるようお願いいたしま

す。 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。１１番千葉議

員。 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉。２９ページの７款２項３目１３節の委託料についてお伺いをいた

します。仁世宇１号橋、私はちょっと近くなんですけど確認はしてなくてちょ

っとわかんないんですけども、先ほどのご説明ですと山が動いているのかなと

いう印象もあったし、単なる橋台の位置のずれだけではないのかなという感じ

もあるんですけども、ただなぜ質問してるかというと、いわゆる調査設計の委

託料としては相当高額になって、７割が国庫補助金ということで賄われている

わけですけども、将来的には例えばこの橋が例えば今の現存してる橋を補修す

るだけでないような状況なのか、もっと極端に言うと橋梁の全てを新設に持っ

てく方向の調査なのか、その辺どうなんでしょうね。もしわかる範囲で今の現

況をお知らせいただければというふうに思ってますけども、ご説明お願いいた

します。 

議長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

仁世宇１号橋につきましては、竣工が昭和４１年、橋梁の長さ的には４０．７

メートルで幅員に関しては全幅で４．７で車道幅員４メートルということで、

５０年経過している橋でございます。今町でやってる橋梁の長寿命化計画とい

うので定期点検ということで実際したところ、異常が発見されたということで、
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主な部分に関しては先ほど総務課長の説明したとおり橋台部分がちょっと押さ

れているというような状況であります。ご承知のとおり仁世宇は結構地すべり

地帯ということもありますんでそれが影響しているのかどうかも含めてその辺

のボーリング調査をするというところであります。方針としてはその結果が出

てみなきゃよくわからないんですけれども、いずれにしても、奥に２軒ござい

ますし、森林管理署の山もあるということで大事なというか、通行止めにはで

きない重要な橋ということは言えると思いますけども、その辺将来的に架け替

えるのかどうなのかという部分は調査結果をみての判断ということになるかと

思いますけども、やりかえるとすれば相当な費用もかかるということで、基本

的には、何とか補強等をしてなんとかもたすようになるのかなというふうに考

えております。以上です。 

議長 ８番四戸議員。 

８番 

四戸議員 

今の１３節の委託料なんですけども、ちょっと関連ございますからちょっと質

疑したいと思いますけども、その工事については今副議長が質問したのでだい

たいそういうことなんですけど、ちょっとお聞きしたいんですけれども、とり

あえずこの橋梁のことについては、工事の請負出す前に最初に調査設計の委託

してると思うんですが、それはあったのかどうか。 

議長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長  

今の補正に関しては委託料ですから定期点検で異常がわかったということで、

詳しい調査をこれからするための補正ということであります。で、その後方針

が決まったら、工事請負費を予算組みというかたちになると思います。 

議長 四戸議員。 

８番 

四戸議員 

ちょっと勘違いしたと思いますけど、１５節のとこで工事請負費あるでしょ、

だからこれはもう発注している結局工事なのかなっていうふうに思ってたもん

ですから、だから先に委託かけてたのかな、調査設計についても、委託かけて

たのかなという思いがあったもんですから、それはそれとは違うんですね。 

議長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

この工事請負費２３６万４千円の減というのはですね、これは工事請負費であ

りまして、今年岩内橋と荷菜の大橋の補強工事というのをやったんですよ。で、

それを発注済みで執行残を減額補正ということで、理由といたしましては委託

料が１３２５万増えますので、その分の財源として、工事請負の執行残を減額
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したということでございます。 

議長 ７番井澤議員。 

７番 

井澤議員 

３０ページの上の段のことについて質問いたします。アイヌ語転写・和訳等謝

金ということがありますが、これは緊急のことだったと思いますが、何人でど

このどなたにお願いして、この事業であったかについて説明お願いします。 

議長 文化財課長。 

文 化 財 課

長 

お答えします。これは国からの委託事業でありまして、デジタルのものを翻訳

する作業にあたりまして、当館の関根１人じゃ当然できる量ではありませんの

で、協力いただく対象者がおります。平取町内の協力者４名、それから札幌市

内で４名、白老町で４名、これらの人数の方と、それから当館の職員とともに

実施します。個人的なお名前も必要でしょうか。よろしいですか。はい。以上

です。 

議長 ほかございませんか。なければ、質疑を終了いたします。次に討論を行います。

反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第４号平成２８年度平取町一般会計補

正予算第６号については原案のとおり可決しました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案４件で原案可決４

件。以上で全日程を終了いたしましたので、平成２８年第８回平取町議会臨時

会を閉会します。どうもご苦労さんでございました。 

（閉 会 午前１０時１２分）


